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第１章　教育ビジョン改定にあたって

改定の目的１

高崎市教育委員会では、2001年（平成13年）に教育の将来を見据えた中長期的な展望や目標を盛り
込んだ、いわば「総合計画」の教育版ともいうべき「高崎市教育ビジョン」を策定しました。
この間、本市は、倉渕村、箕郷町、群馬町、新町、榛名町との合併により、人口約35万人を擁する県内

一の都市となり、2008年度（平成20年度）からは、第４次総合計画や新市建設（基本）計画を尊重し、
市の有する豊かな個性や特徴を生かした「高崎市第５次総合計画」のもと「交流と創造のまちづくり」が
スタートしています。
教育現場におきましては、小学校52校、中学校22校、特別支援学校１校、公立幼稚園５園、合計80校
園を擁することとなり、本市の教育を取り巻く環境も大きく変化しています。
一方、2007年（平成19年）には、教育改革関連法案の改正が行われ、子どもたちの学力低下や規範意
識の低下が議論される中、2008年（平成20年）には、新しい学習指導要領も公示されました。各教育委
員会はこうした状況の変化に対して、迅速かつ的確に対応していくことが求められています。
そのため、教育の実践や指導の中で、人づくりに向けられた「夢」や明るい社会実現への「希望」が
かなえられるよう、本教育委員会の基本理念の実現に向けて取り組むべき施策の方向性をより明確にす
るため、このたび教育ビジョンの改定を行いました。
また、改定した教育ビジョンは、「高崎市第５次総合計画」を上位計画とし、同計画を「人づくり」の

視点から支え、関連施策との連携や具体化も図っています。

対象範囲2

高崎市教育委員会が所管している幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校等における教育及び幼児か
ら高齢者までの生涯学習のうち本教育委員会が取り組むべき範囲を対象としています。なお、文化行政、
児童福祉行政などの関連施策については、市長部局と連携して実施していきます。

計画期間3

この改定版は、「高崎市第５次総合計画」に対応する形で策定しましたので、計画期間を2008年
度（平成20年度）から2017年度（平成29年度）までの10年間とします。

改定版の特徴4

今回の改定では、これまでの教育ビジョンで掲げた目標の達成度などの確認を行うとともに、関連
施策の現状を把握し、新しい流れにも柔軟に対応しながら施策の見直しを行いました。
また、合併地域の特性や要望等にも考慮して、新たな施策の設定や施策を達成するための具体的

な取組みを掲載しています。
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基本理念

５２の詳細施策

１２５の取組み（事業）

教 育 ビ ジ ョ ン

８つの施策

基本理念と教育ビジョンの関係5

高崎市教育委員会では、将来の教育振興の方向性やあり方を「基本理念」として定めています。
教育ビジョンは、この基本理念の実現に向けて、今後10年間に本教育委員会が取り組むべき方策を

明確にするものです。具体的には、「基本理念」の実現に向けて８つの施策を設定し、設定した施策を
細分化した詳細施策や詳細施策を実現するための取組み（事業）を体系化するとともに、それぞれを
目的と手段の関係に位置づけ、推進していきます。（下図参照）

高崎市教育委員会は、進展する社会状況と教育の現状を把握し、生涯学習社会における教育に
対する市民の期待を踏まえ、正しい国民的自覚のもとに、命を大切にする心、高い知性、豊かな情
操と徳性、たくましい意志と創造的な個性をもった心身ともに健康で規律ある人間の育成を目指し
た教育の振興を図ります。

1. 地域力を育む社会教育の充実

2. 心の出会いを大切にする図書館の創造

3. 生涯学び続け、心豊かにたくましく生きぬく子どもの育成

4. 子どもたちの心身の健康と体力の向上

5. 安全で多機能な教育環境づくりの推進

6. 次代を担う青少年の健全育成

7. 歴史や文化の薫り高い文化環境づくりの推進

8. 個人の意欲や能力を尊重した生涯スポーツの推進

手
段

目
的

手
段

目
的

手
段

目
的
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第5次総合計画と教育ビジョンの関係6

高崎市第５次総合計画では、将来都市像の実現に向け、まちづくりの大綱において６つの政策分野と
目標を掲げています。このうち「教育・文化」の政策分野においては、心豊かでたくましい子どもたちの
育成や、生涯にわたってあらゆる機会や場所を活用して楽しく学べるまちづくりを推進するなど、「豊かな
心と感性が育つまち」をその政策目標として揚げています。この目標では、「まちづくり」における「人づく
り」の重要性も示しており、様々な角度から「人づくり」のための施策を推進していくこととしています。
教育ビジョンは、基本理念の実現に向けて教育振興を図るための手段ですが、総合計画の政策目標
で示す「人づくり」を支えるものでもあり、様々なまちづくりの場面において、その主役となる人材を育成
することにも寄与していくものです。　（下図参照）

基本理念で示す教育の振興

教育ビジョンの推進

第５次総合計画

政策目標

将来都市像　「交流と創造～輝く高崎」

教育・文化
「豊かな心と感性が育つまち」

施　　策

詳細施策

事務事業

「豊かな心と感性が育つまち」の
実現に向けた教育分野の施策

まちづくりの基本戦略 政策目標で示す
「人づくり」を支
え、まちづくりの
主役となる人材
を育成
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今後の見直し7

教育ビジョンは、計画書としてまた到達目標として、今後の教育行政の指針となるものですが、時代
の変化や様々な教育課題に柔軟に対応するため、今後も必要に応じた見直しを行っていきます。

進行管理 8

高崎市教育委員会では、今後、教育ビジョンに掲げる施策の着実な達成を図るため、より具体的な
実践プログラム（仮称）を策定し、全力を挙げて取り組むとともに、各施策の点検・評価を実施し、そ
の結果を公表していきます。

また、総合計画では、様々な教育関連の施策を掲げています。教育ビジョンで掲げる施策は、これ
らの施策とも連携しつつ、その具体化も図っています。　（下図参照）

総合計画教育関連施策 教育ビジョン施策

社会教育の充実

学校の教育力の充実

幼児教育の充実

小・中学校教育の充実

特別支援教育の充実

健康教育の充実

青少年の健全育成

文化遺産の保護・継承

生涯スポーツの推進
個人の意欲や能力を尊重した生涯
スポーツの推進

歴史や文化の薫り高い文化環境づ
くりの推進

次代を担う青少年の健全育成

安全で多機能な教育環境づくりの
推進

子どもたちの心身の健康と体力の
向上

生涯学び続け、心豊かにたくましく
生きぬく子どもの育成

心の出会いを大切にする図書館の
創造

地域力を育む社会教育の充実
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